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社団法人 建 設荷役車両安全技術協会会長 殿

厚生労働省労働基準局

労災補償部補償課長

石綿による疾病に係る労災補償制度に関する周知について (依頼)

日頃から労働基準行政の推進に格段の御理解を賜り厚く御礼申し上げます。

昨今、石補による健康被害が社会問題化する中で、厚生労働省としてもその対策に

鋭意努めているところであります。また、石綿により肺がんや中皮腫に羅患したとし

て、労災保険の給付を求める方々も増加しており、各労働基準監督署においては、労

災認定の迅速な処理に努めているところであります。一方で、中皮腫による死亡者数
からみて労災認定者数が少ないという御指摘もあり、事業主や従業員の方々に、石綿

による疾病の労災補償について御理解をいただくための各種の周知 ・広報に一層取り

組んでいるところであります。

そのため、今般、新たに労働者、事業場向けのリーフレットを作成し、石綿による

疾病の特性と労災補償制度について、積極的な周知を図ることとしております。
つきましては、貴殿におかれましても本取組について御理解を賜るとともに、傘下

会員事業場等に対するリーフレットの配布、会報誌等へのリーフレットの記事の掲載

等による周知につきまして、特段の御配慮をお願いいたします。









 




